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自動車検査独立行政法人の行う自動車検査業務の市場化テストについて

検査機器検査機器

■検査機器の企画・開発

■検査機器の保守管理

検査官検査官

■職員の育成・教育

・研修の企画・立案

・研修の実施（ＯＪＴを含む）

・研修所の管理・運営

■基準適合性判断

審査審査事務規程事務規程

■国の定めた技術基準への適
合性を確実に審査するための
規程の作成

自動車の検査は、①自動車の検査は、①保安基準適合性の審査のための保安基準適合性の審査のための基準基準（審査事務規程）（審査事務規程）、②検査官、③検査機器が、②検査官、③検査機器が三位三位
一体となって一体となって適切に行われる適切に行われる必要がある必要がある。。

中央実習センター（八王子市）の中央実習センター（八王子市）の管理管理・・運営運営

検査機器の保守管理（検査機器の保守管理（順次拡大順次拡大））

市場化テスト実施市場化テスト実施

これにより、中央実習センターの管理これにより、中央実習センターの管理・運営及び・運営及び検査機器の保守管理検査機器の保守管理のためののための要員要員をを削減削減

自動車の検査業務を構成する３要素自動車の検査業務を構成する３要素
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国の窓口国の窓口

自動車検査法人の基準適合性審査

③保安基準適合証の発行③保安基準適合証の発行

自動車検査証の発行自動車検査証の発行

指定整備工場

①ユーザーは車検場へ持込

基準ぎりぎりの車両を含め、合否判定

②保安基準適合性審査

③審査結果通知書の発行③審査結果通知書の発行

指定整備工場の検査（できばえチェック）と自動車検査法人の基準適合性審査について

基
準
適
合
性
の
判
定
が
困
難
な
場
合
、
拒
否
が
可
能

①ユーザーは指定整備工場へ持込

あ
ら
ゆ
る
状
態
に
対
し
て
判
定
を
実
施

検査（できばえチェック）
整備が的確に行われたか確認

点検・整備を実施
整備保証

②点検・整備
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ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
                    国土交通省 近畿運輸局 
 
 
 
 
 

平成１９年１１月５日 
 

不正車検に係る指定整備工場の処分と今後の対応について   
 

近畿運輸局では、道路運送車両法に違反した自動車整備事業者に対し、平成

１９年１１月２日、下記１．及び２．の指定自動車整備事業の指定及び自動車

分解整備事業の認証の取り消しを行いました。本件に関し、今後の近畿運輸局

の対応としては、下記３．のとおり予定しておりますのでお知らせします。 

                 記 

１．指定自動車整備事業者及び自動車分解整備事業者に対する行政処分 
①事業者の名称    有限会社 タツミモータース 
②事業場の名称    有限会社 タツミモータース 
③事業場の所在地   大阪府八尾市美園町２丁目２５番１号 
④認証年月日     平成６年１１月２８日 
⑤指定年月日     平成８年 ３月 ８日 
⑥処分内容      指定自動車整備事業の指定の取消 
                取消年月日：平成１９年１１月２日 
           自動車検査員の解任命令 ３名 
                解任年月日：平成１９年１１月２日 
           自動車分解整備事業の認証の取消 
                取消年月日：平成１９年１１月２日 

２．違反行為の概要 
 ① 事業者は、点検整備及び検査を全て実施せず、保安基準適合証等を交付した。 
   （該当車両２１台） 
   （道路運送車両法第９４条の５第１項 違反） 
 
 ② 自動車検査員は、上記①の自動車について検査をしていないにもかかわらず、 
  保安基準適合証等に保安基準に適合している旨証明した。 
   （道路運送車両法第９４条の５第４項 違反） 
 

③ 自動車検査員は、上記①の自動車について、他の検査員に対し検査をせずに 
保安基準適合証等に保安基準に適合している旨の証明をするよう指示した。 

   （道路運送車両法第９４条の５第４項 違反） 
 
 ④ 事業者は、上記①の自動車について、指定整備記録簿に虚偽記載した。 
   （道路運送車両法第９４条の６第１項 違反） 
 

⑤ 事業者は、上記①の自動車について、点検整備及び検査を全て実施せず、  

保安基準適合証等を交付し車検手続きを行った。 
（道路運送車両法第９４条の５ 違反）               

 問い合わせ先 

（所属）自動車技術安全部整備課 

（担当）   塩治  山本    

（電話）  ０６－６９４９－６４５３ 
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３．今後の近畿運輸局の対応 
 

当局の調査によると、上記の処分事業者が直近の車検手続きを行い、現在、自動車

検査証が交付されている車両は、小型・普通自動車３，６１０台、軽自動車８７５台

の計４，４８５台です。 

これらの車両については、当該事業者により必要な点検・整備及び検査が適切に行

われていないおそれのあることから、早急に点検・整備を実施し保安基準への適合性

を確認するよう各ユーザーに対しダイレクトメールにて注意喚起する予定です。 

また、このうち希望するユーザーについては、小型・普通自動車は自動車検査独立

行政法人、軽自動車は軽自動車検査協会の各検査場において、無料にて保安基準への

適合性の確認を行うこととしています。 

 

この無料保安基準適合性確認に係るお問い合わせ先 

 

〒572-0846 寝屋川市高宮栄町１２－１ 

近畿運輸局大阪運輸支局  

整備部門 井上・塩屋   

電話番号  072(822)4374    
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